
捧
斐
川
上
流
の
木
地
屋
集
落
の
崩
壊
過
程

津

場

合

ー

ー

の

田

で

は

じ

め

に

畑

久

夫

揖斐川上流の木地屋集落の崩壊過程

木
地
屋
と
は
、
山
中
の
木
を
伐
っ
て
ロ
グ
ロ
を
使
用
し
、
椀
・
盆
な
ど
の
日
常
生
活
用
品
を
製
作
す
る
技
能
集
団
の
こ
と
で
あ
る
。
彼

ら
は
ま
た
木
地
師
あ
る
い
は
髄
轄
師
と
も
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
木
地
屋
は
、
元
来
、
専
ら
材
料
の
原
木
を

求
め
て
蛍
国
各
地
め
山
中
を
移
動
し
続
け
て
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
絶
え
ず
移
動
し
て
き
た
木
地
屋
も
、
江
戸
期

に
入
る
と
山
中
に
ム
ラ
を
形
成
し
、
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
一
部
は
農
業
を
開
始
す
る
も
の
も
出
て
く
る
。
こ
の

こ
と
は
、
一
般
に
全
国
木
地
屋
の
根
元
と
称
さ
れ
て
い
る
近
江
の
蛭
谷
・
君
ケ
畑
の
両
ム
ラ
に
各
々
保
存
さ
れ
て
一
い
る
『
氏
子
狩
帳
』

(
氏
子
駈
帳
ま
た
は
奉
加
帳
と
も
い
わ
れ
る
)
の
氏
子
名
簿
か
ら
も
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。

今
回
は
、
木
地
屋
が
定
着
を
開
始
し
、
ム
ラ
ヅ
グ
リ
を
行
な
っ
た
結
果
生
じ
た
木
地
匡
起
源
の
集
落
を
木
地
屋
集
落
と
名
付
け
、
そ
の

木
地
屋
集
，
落
と
い
わ
れ
て
い
る
ム
ラ
の
崩
壊
過
程
を
若
干
の
現
存
す
る
史
料
を
中
心
に
考
察
を
お
こ
な
う
。

249 
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二
、
地
域
の
概
観

研
究
対
象
地
域
は
西
側
を
伊
吹
山
地
に
よ
っ
て
浪
賀
県
と
、
ま

た
北
側
は
能
郷
白
山
(
権
現
山
)
を
中
心
と
す
る
両
白
山
地
に
よ

西濃山地における木地屋関係集落

っ
て
福
井
県
と
接
す
る
山
間
部
を
占
め
る
。
第
1
図
は
西
濃
山
地

に
お
け
る
木
地
屋
関
係
集
落
(
1
〉
の
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
第
1
図
か
ら
揖
斐
川
本
流
沿
い
に
は
塚
・
戸
入
・
広
瀬
・
小

津
な
ど
七
ケ
所
、
支
流
の
根
尾
川
に
沿
っ
て
は
大
河
原
・
越
波
・

黒
津
・
能
郷
な
ど
二

O
ケ
所
(
越
土
固
な
ど
四
ケ
所
の
現
在
で
は

廃
村
と
な
っ
て
い
る
ム
ラ
を
含
め
る
)
、
長
良
川
沿
い
に
は
奥
板

山
・
片
知
な
ど
五
ケ
所
の
木
地
屋
関
係
集
落
を
数
え
る
こ
と
が
で

第 1図

き
る
。以

上
の
木
地
屋
関
係
集
落
の
な
か
で
、
本
稿
で
は
、
揖
斐
川
の

支
流
小
津
川
沿
い
に
立
地
す
る
小
津
を
事
例
と
し
て
と
り
あ
げ

る

小
津
は
行
政
的
に
は
提
斐
郡
久
瀬
村
の
一
集
落
で
あ
る
。
久
瀬

村
の
中
心
で
あ
る
東
津
汲
か
ら
徒
歩
で
約
一
時
間
、

一
日
に
三
回



運
行
し
て
い
る
パ
ス
で
戸
五
分
の
距
離
に
あ
る
。
現
在
で
は
、
小
津
か
ら
一
卜
流
の
大
垣
市
へ
車
で
通
勤
が
可
能
で
あ
る
が
、
久
瀬
村
の
西

津
波
に
あ
る
製
薬
工
場
や
小
津
に
あ
る
織
物
修
整
工
場
に
通
勤
す
る
人
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
小
津
で
は
多
く
の
人
々
が
工
場
に
勤
め
て

い
る
の
で
、

水
田
は
放
棄
さ
れ
る
か
杉
な
ど
の
植
林
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
も
の
が
増
加
し
て
い
る
。

戸
数
は
一
三
五
戸
(
2
〉
で
あ
る
。

し
か
し
大
正
中
期
ま
で
は
戸
数
も
一
三

O
戸
を
越
え
、
久
瀬
村
第
一
-
の
戸
数
・
人
口
を
有
し
大
変
繁
栄
し
て
い
た
。
な
お
、
戦
国
時
代
に

揖斐川上流の木地屋集落の崩壊過程251 

く蛭谷氏子狩帳〉記載の美濃における氏子巡回

巡回年度 Iムラ数 I戸主人員I総ず戸る主美濃人員の比制率|備考

正保4年 1647 2 48 9% 

宝永4年 1707 22 95 7 

享保5年 1720 16 ‘86 6 。
享保12年 1727 14 57 4 。
享保20年 1735 11 43 3 。
元文5年 1740 13 58 4 。
延享元年 1744 16 46 3 。
寛延4年 1571 19 51 3 

安永9年 1780 17 75 5 

1 寛政11年 1779 31 129 8 

文政13年 1830 7 52 3 

天保14年 1843 6 29 17 

弘化3年 1846 6 28 9 

安政4年 1859 5 43 11 

明治11年 1878 9 48 31 

明治13年 1880 11 50 16 

明明治治13年年 1880 2 6 2 14"f. 1881 

明治16年 1883 1 1 。
明治26年 1893 1 4 5 

凶 v

第1表

註 :0印は小津に氏子巡回された年度を示す。

(1) :全国の金木地屋の戸主人員に対する美濃の木地屋

の比率

出典:杉本寿『木地師支配制度の研究』より抽出作成

小
津
に
は
小
川
但
馬
守
と
称
す
る

武
将
が
お
り
、
そ
の
館
が
あ
っ
た

た
め
栄
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が

ハ
3
〉
、
そ
の
確
証
は
得
ら
れ
て
い

:
、
。

ち
し現

在
で
は
、

ム
ラ
の
下
流
に
位

置
す
る
下
村
と
一
色
と
い
う
小
字

を
合
わ
せ
て
一
地
区
と
し
、
上
村

中
島
と
と
も
に
小
津
を
三
地
区

に
区
分
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、

木
地
屋
の
子
孫
と
お
も
わ
れ
る
小

掠
姓
を
名
乗
る
家
は
下
村
・
一
色

地
区
に
一
軒
あ
る
の
み
で
あ
る
。



252 

『
氏
子
狩
帳
』
ハ
4
)
に
よ
る
記
載
か
ら
の
分
析

( 

一、-'

八
蛭
谷
氏
子
狩
帳

V
ハ5
〉
か
ら
の
分
析

八
蛭
谷
氏
子
狩
帳

V
は
、
正
保
四
年
こ
六
四
七
)
か
ら
明
治
二
六
年
(
一
八
九
三
)
ま
で
、
巡
回
さ
れ
、
間
隔
は
一
定
で
な
い
が
全

部
で
三
四
冊
残
っ
て
い
る
。
こ
の
氏
子
狩
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
か
は
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
正
保
四
年
に
は
既
に
全
国
的
な
規

模
で
氏
子
巡
回
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
当
時
に
お
い
て
氏
子
狩
制
度
が
完
成
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
美
濃
で
は

こ
の
八
蛭
谷
氏
子
狩
帳

V
に
小
津
の
氏
子
巡
回
の
記
載
が
あ
れ
ば
か
な
ら
ず
第
一
に
記
載
さ
れ
る
ほ
ど
、
美
濃
の
木
地
屋
に
と
っ
て
小
津

は
拠
点
で
あ
り
、
重
要
な
ム
ラ
で
あ
っ
た
。

ま
ず
最
初
に
、
小
津
を
含
め
た
美
濃
全
体
の
木
地
屋
の
氏
子
巡
回
を
み
て
み
よ
う
。
第
1
表
は
美
濃
に
こ
の
巡
回
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
ど

の
よ
う
な
規
模
で
実
施
さ
れ
た
か
、
ま
た
そ
れ
は
全
国
的
に
は
ど
の
よ
う
な
比
率
を
も
っ
て
い
る
か
を
抽
出
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
現

存
す
る
氏
子
巡
回
の
最
古
の
史
料
で
あ
る
正
保
四
年
(
一
六
四
七
)
の
『
氏
子
狩
帳
』
に
も
、
既
に
美
濃
に
お
い
て
木
地
屋
集
落
が
わ
ず

か
二
ケ
所
の
み
で
あ
る
が
氏
子
巡
回
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
の
氏
子
巡
回
で
あ
る
明
治
二
六
二
八
九
三
)

ま
で
、
途
中
に
は
少
し
断
絶
が
あ
る
け
れ
ど
も
巡
回
が
実
行
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
美
濃
は
た
び
た
び
氏
子
巡
回
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
続
い
て
そ
の
巡
回
の
規
模
を
把
握
す
る
た
め
、
全
国
に
巡
回
さ
れ
た
木
地
屋
の
総
戸
主
人
員
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
と
れ
ば
美
濃
は
全

国
の
総
戸
主
人
員
の
約
七
%
に
相
当
す
る
。
こ
の
数
値
は
美
濃
を
氏
子
巡
回
し
た
回
数
に
比
べ
て
、
そ
の
木
地
屋
を
構
成
し
て
い
る
戸
主

人
員
(
こ
れ
は
木
地
屋
の
戸
数
と
等
し
い
と
考
え
ら
れ
る
)
は
非
常
に
少
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
全
国
平
均
の
七
%
を
越
え
て
い
る
の

t土

『
氏
子
狩
帳
』
初
期
の
正
保
四
年
か
ら
宝
永
田
年
(
一
七

O
七
)
の
期
間
お
よ
び
後
期
の
天
保
一
四
年
ご
八
四
三
)
か
ら
明
治
一



三
年
(
一
八
八

O
)
ま
で
の
期
間
の
み
で
あ
る
。
前
者
は
八
蛭
谷
氏
子
狩
帳

V
の
前
半
部
が
欠
如
し
途
中
か
ら
現
存
す
る
た
め
明
確
に
断

定
で
き
な
い
が
、
こ
の
期
聞
に
も
多
数
の
木
地
屋
が
存
在
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
後
者
の
期
間
は
全
国
に
対
す
る
比
率
で
い
え
ば
一

O
Mを
越
え
、
そ
の
比
率
が
三

O
Mを
上
回
っ
た
年
代
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
一
般
的
に
は
全
国
の
木
地
屋
が
衰
退
し
て
い
く
傾
向
を

も
の
た
と
お
も
わ
れ
る
時
期
に
お
い
て
、
美
濃
で
は
な
お
多
数
の
木
地
屋
が
木
地
業
を
営
ん
で
い
た
こ
と
は
大
変
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ

ろ
う
。そ

れ
で
は
小
津
の
場
合
、

い
つ
ご
ろ
か
ら
木
地
屋
の
氏
子
巡
回
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
1
表
で
丸
印
を
付
け
た
も
の
が
、

小
津
に
氏
子
巡
回
が
お
こ
な
わ
れ
た
年
代
で
あ
る
。
こ
の
表
を
み
る
限
り
に
お
い
て
は
、
享
保
五
年
(
一
七
二

O
)
か
ら
延
享
元
年
(
一

七
四
四
)
ま
で
の
わ
ず
か
二
五
年
し
か
氏
子
狩
が
巡
回
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
以
後
小
、
津
の
木
地
屋
は
木
地
業
を
完
全
に
放

揖斐川上流の木地屋集落の崩壊過程

棄
し
定
着
農
民
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
、
一
あ
る
い
は
生
業
を
継
続
す
る
場
所
を
求
め
て
移
動
し
て
し
ま
っ
た
の
か
は
こ
の
史
料
だ
け
か
ら

で
は
判
断
し
か
ね
る
。
か
り
に
前
者
の
よ
う
に
農
民
と
な
り
定
着
し
た
と
す
れ
ば
、
『
氏
子
狩
帳
』
の
他
の
地
方
の
集
落
の
記
載
例
に
み

ら
れ
る
如
く
八
今
ハ
百
姓
ナ
リ

V
と
い
う
表
現
が
記
さ
れ
て
い
て
も
よ
い
の
で
あ
る
が
そ
の
よ
う
な
内
容
は
発
見
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と

か
ら
後
者
の
よ
う
に
、

い
ず
れ
か
別
の
場
所
に
ト
チ
・
ナ
ヲ
な
ど
の
原
木
を
求
め
て
移
動
し
た
と
み
る
方
が
妥
当
な
よ
う
に
お
も
え
る
。

す
な
わ
ち
蛭
谷
側
と
目
さ
れ
る
八
蛭
谷
氏
子
狩
帳

V
記
載
の
木
地
屋
は
、
ま
だ
全
国
各
地
の
山
中
で
は
木
地
屋
が
全
盛
で
あ
っ
た
と
お
も

わ
れ
る
一
八
世
紀
中
葉
に
お
い
て
、
小
津
か
ら
記
載
上
は
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
八
蛭
谷
氏
子
狩
帳

V
に
は
、
氏
子
狩
の
巡
回
し
た
巡
回
先
の
木
地
屋
の
戸
主
名
を
全
て
記
録
し
て
あ
る
。
そ
の
記
録
を
基
礎
に
し

て
小
津
の
木
地
屋
の
戸
主
を
抽
出
し
た
の
が
第
2
表
で
あ
る
。
今
前
述
の
よ
う
に
戸
主
人
員
を
木
地
屋
の
戸
数
と
み
な
す
と
、
そ
の
戸
数

253 

は
享
保
五
年
二
七
二

O
)
の
一
一
戸
を
最
高
に
、
そ
れ
以
後
は
減
少
を
続
け
氏
子
巡
回
の
最
後
と
な
る
延
享
元
年
こ
七
四
四
)
に
は
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姪谷但IJの氏子巡回に寄進した小津の木地屋

享保5年 |享保54I〉l享保畔 l享-w，20年 |元文5年|延享元年
1720 I1720|1;7271日 17301" __1?40J1744 

左衛門太郎 助太夫 d 左衛門太郎 左衛門太郎左衛門太郎小椋四右衛門

常右衛門 九兵衛 勘左衛門 金平 金 平 太郎

金兵衛 善兵衛 金平 助右衛門

円六 長官 円 六 惣右衛門

作太郎 助右衛門

佐太郎 惣右衛門

きく

4人 7人 6人 4人 2人 2人
ー吋 町、 J 、唱和‘』

第 2表

註:(1)小津に記載された杓子屋勺ある。

出典・・杉本寿『木地師支配制度の研究』より抽出作成

二
戸
に
ま
で
減
少
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
後
は
ま
っ
た
く
八
蛭
谷
氏
子
狩
帳

V
か
ら

小
津
の
木
地
屋
に
関
す
る
記
載
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
広
よ
り
重
要
な
こ
と

は
最
初
の
巡
回
年
度
で
あ
る
享
保
五
年
に
は
、
木
地
屋
&
杓
子
な
ど
を
専
門
広
製
造

す
る
杓
子
屋
(
6
〉
が
と
も
に
存
在
し
両
方
に
氏
子
巡
回
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と

す
な
わ
ち
そ
の
年
度
の
記
載
内
容
で
は
木
地
屋
が
四
人
(
四
軒
)
、

で
あ
る
。

杓
子

屋
が
そ
の
倍
近
く
の
七
人
(
七
軒
)

で
あ
づ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

続
い
て
第
2
表
か
ら
、
個
々
の
木
地
屋
を
と
り
あ
げ
検
討
し
て
み
る
。
左
衛
門
太

郎
と
い
う
木
地
屋
は
、
享
保
五
年
か
ら
元
文
五
年
(
一
七
回
O
)
ま
で
の
二

0
年
間

に
連
続
し
℃
そ
の
名
前
が
氏
子
狩
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
ζ

の
期
間
継
続

し
℃
小
津
に
定
着
し
て
木
地
業
に
従
事
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
記
載
例

の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
名
前
が
小
津
の
筆
頭
に
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
津

の
し
米
地
屋
の
聞
で
も
そ
の
地
位
が
高
か
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
同
様
た
例
と
し

て
、
金
平
と
い
う
木
地
屋
も
享
保
二
一
年
(
一
七
二
七
)
か
ら
元
文
五
年
(
一
七
四

O
)
ま
で
の
↓
四
年
間
少
な
く
と
も
小
津
に
定
着
し
木
地
業
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
木
地
屋
の
み
で
あ
り
、
約
子
屋
の
場
合
は
享
保

五
年
に
一
度
記
載
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
こ
と
か
ら
、
約
子
屋
は
い
ず
れ

か
の
他
の
場
所
に
原
木
を
求
め
て
移
動
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
ハ
7
3
木



地
屋
の
戸
主
人
員
数
を
み
て
も
、
最
大
の
と
き
で
さ
え
杓
子
匡
を
入
れ
て
も
享
保
五
年
の
一
↓
人
、
少
な
い
と
き
は
元
丈
五
年
三
七
回

O
)
お
よ
び
延
享
元
年
三
七
四
四
)
の
二
人
と
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
木
地
屋
の
戸
主
人
員
の
変
動
が
特
に
著
し
い
の
は
、
木
地
屋
は

元
来
〈
移
動
性

V
が
強
い
も
の
で
あ
る
ζ

と
を
端
的
に
予
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
氏
子
狩
の
巡
回
、
の
最
後
と
な
っ
た
延
享
元
年

じ
は
、
木
地
屋
が
小
糠
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
記
述
が
認
め
め
ら
れ
る
。
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く君ケ畑氏子狩帳>記載の美濃における氏子巡回

巡回手度|よ判戸主人員|賎銭霊|備考
~・

延享2年 1745 23 76 19% 。
宝麿6年 1756 3 13 10 

宝暦6年 1756 3 15 10 

宝暦11年 1762 26 107 28 

明和2年 1765 2 10 16 

明和2年 1765 11 41 38 

明和7年 1770 4 16 13 

明和8年 1771 11 63 40 。
安永5年 1775 11 42 32 

寛政12年 1800 1 1 1 

文化5年 1808 3 5 1 

文化9年 1812 5 22 15 

文政10年 1827 4 13 26 

天保3年 1832 10 35 23 

弘化2年 1845 8 14 20 

弘化3年 1846 11 18 9 

弘化3年 1846 10 20 14 

安政4年 1857 13 29 24 

明治5年 1872 3 57 10 

第 3表

註 :0印は小津に氏子巡回された年度を示す

出典:橋本鉄男『木地震の移住史第一冊君ケ畑氏子狩帳』よ

り抽出作成

な
お
ζ

れ
ま
で
の
考
察
を
通
じ
て
、
小

津
は
木
地
屋
集
落
と
位
置
づ
け
て
論
を
展

関
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
項
で

述
べ
た
よ
う
に
小
津
の
戸
数
は
大
正
期
に

お
い
て
も
一
三

O
戸
以
上
も
あ
っ
た
。
-
と

ζ

ろ
が
八
蛭
谷
氏
子
狩
帳

V
の
記
載
に
よ

れ
ば
最
大
限
で
占
一
戸
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
小
津
は
純
粋
な
意
味
で

の
木
地
屋
起
源
の
ム
ラ
と
は
い
え
な
い
の

で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
(
息
。

( 

一一、』〆

八
君
ケ
畑
尽
子
狩
帳
V
ハ
9
〉

1与、

ら
の
分
析

前
項
と
同
様
に
八
一
君
ケ
畑
氏
子
狩
帳

V
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の
分
析
を
進
め
る
。
八
君
ケ
畑
氏
子
狩
帳
V
は
元
禄
七
年
(
一
六
九
四
)
か
ら
明
治
六
年
(
一
八
七
三
)
ま
で
、
総
計
五
一
冊
が
残
っ
て

い
る
。
こ
れ
も
八
蛭
谷
氏
子
狩
帳
V
と
同
様
前
半
部
を
欠
い
て
い
る
。

こ
の
・
『
民
子
狩
帳
』
の
特
徴
は
、
氏
子
巡
回
が
実
施
さ
れ
た
年
度
に
関
し
て
、
例
え
ば
東
北
・
北
陸
と
い
う
よ
う
に
地
域
別
に
綴
ら
れ

て
い
る
の
が
大
部
分
で
あ
る
。

つ
ま
り
同
年
度
に
お
い
て
二

t
四
冊
の
地
域
が
異
な
る
『
氏
子
狩
帳
』
が
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。
例
え

ば
第
3
表
の
延
享
二
年
(
一
七
四
五
)
や
宝
暦
一
一
年
(
一
七
六
二
)
の
『
氏
子
狩
帳
記
載
』
の
ム
ラ
数
お
よ
び
戸
主
人
員
は
例
外
的
に

多
い
が
、
こ
の
両
年
は
美
濃
に
巡
回
が
数
回
も
お
こ
な
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

前
項
の
八
蛭
谷
氏
子
狩
帳
V
に
よ
れ
ば
、
小
津
に
は
既
に
正
保
四
年
(
一
六
四
七
)
に
氏
子
巡
回
の
記
載
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
る
に

君
ケ
畑
の
方
は
延
享
二
年
(
一
七
四
五
)
の
記
述
が
最
初
で
あ
り
、
前
者
の
巡
回
と
比
べ
れ
ば
約
一

O
O年
も
後
に
氏
子
巡
回
が
開
始
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
美
濃
に
お
け
る
氏
子
巡
回
の
最
後
の
年
度
も
明
治
五
年
二
八
七
二
)
と
な
っ
て
お
り
、
蛭
谷
の
明
治
二
六

年
(
一
八
九
三
)
よ
り
も
、
約
二

O
年
も
早
く
終
っ
て
い
る
。
以
上
か
ら
八
君
ケ
畑
氏
子
狩
帳
V
に
記
載
さ
れ
て
い
る
君
ケ
畑
側
の
木

地
屋
は
、
蛭
谷
側
の
木
地
屋
よ
り
も
美
濃
に
い
た
期
間
は
少
な
く
、
し
か
も
美
濃
に
来
住
し
た
の
は
新
し
い
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
八
君
ケ
畑
氏
子
狩
帳

V
に
-
記
載
さ
れ
て
い
る
全
国
の
木
地
屋
の
総
戸
主
人
員
に
対
す
る
美
濃
の
比
率
は
ご
ニ
一
%
と
な

る
。
こ
の
比
率
は
蛭
谷
側
の
も
の
と
比
べ
る
と
約
二
倍
と
な
る
。
つ
ま
り
『
氏
子
狩
帳
』
か
ら
の
分
析
で
は
、
君
ケ
畑
の
方
が
美
濃
を
主

要
な
巡
回
先
に
し
て
い
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

美
濃
の
う
ち
小
津
が
八
君
ケ
畑
氏
子
狩
帳
V
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
延
享
二
年
(
一
七
四
五
)
と
明
和
八
年
(
一
七
七
一
)
の
二

回
の
み
で
あ
る
。
そ
の
両
年
の
『
氏
子
狩
帳
』
に
記
入
さ
れ
て
い
る
木
地
屋
の
名
前
は
、
第
4
表
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
各
々
の
年
度

と
も
木
地
屋
の
戸
主
人
員
は
四
人
で
あ
る
。
な
お
八
蛭
谷
氏
子
狩
帳
V
に
記
載
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
杓
子
屋
は
君
ケ
畑
の
場
合
認
め
ら
れ



な
い
。
記
載
さ
れ
た
両
年
の
氏
子
狩
の
巡
回
の
聞
に
は
三

O
年
近
い
聞
き
が
あ
る
が
、
左
衛
門
太
郎
と
称
す
る
木
地
屋
が
両
方
に
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
う
え
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
延
享
二
年
の
八
君
ケ
畑
氏
子
狩
帳

V
に
記
さ
れ
て
い
る
左
衛
門
太
郎
と
金
平
の
両
者
が
、

八
蛭
谷
氏
子
狩
帳
〉
の
享
保
一
二
年
(
一
七
二
七
)
お
よ
び
享
保
二

O
年
二
七
三
五
)
の
両
年
に
も
、
連
続
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
両
木
地
屋
は
蛭
谷
・
君
ケ
畑
と
い
う
異
な
っ
た
系
統
に
寄
進
し
て
お
り
、
氏
子
と
し
て
の
寄
進
料
を

両
方
の
巡
回
人
に
納
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
全
国
の
木
地
匡
は
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
に
帰
属
し
て
い
る
と
い
う
説
旬

U

が
い
わ
ば
定
説
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
蛭
谷
・
君
ケ
畑
の
『
氏
子
狩
帳
』
に
-
記
載
さ
れ
て
い
る
左
衛
門
太
郎
と
い
う
木
地
屋
は
、
そ
の
初
見
が
八
蛭
谷
氏
子
狩
帳

V
の

享
保
五
年
二
七
二

O
)
で
あ
り
、
最
後
が
八
君
ケ
畑
氏
子
狩
帳

V
の
明
和
八
年
(
一
七
七
一
)
で
あ
る
。

ζ

の
『
両
氏
子
狩
帳
』
記
載
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君ケ畑側の氏子巡回に寄進した小

津の木地屋

延享2年 1745 明和8年 1771 

小椋左衛門太郎 左衛門太郎

金平 器杢右衛門

半兵衛 小七

半七郎 半 助

4人 4人

第4表

出典:橋本鉄男『木地屋の移住史第一冊君

ケ畑氏子狩l陵』より拍出作成

の
左
衛
門
太
郎
と
い
う
木
地
屋
は
同
一
人
物
の
記
録
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
が
、

五
O
年
以
上
も
成
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
無
理
な
よ
う
な
気
が
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
少
な
く
と
も
左
衛
門
太
郎
家
は
こ
の
期
間
小
津
に
定
着
し
て
木
地
業
を
営
ん
で
い

た
こ
と
は
事
実
な
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
ご
く
少
数
で
は
あ
る
が
、
蛭
谷
・
君
ケ
畑
の
『
両
氏
子
狩
帳
』
に
と
も
に
記
載

さ
れ
て
い
る
木
地
屋
が
存
在
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
丘
三
従
来
か
ら
木
地
屋
は
、

専
ら
原

木
を
求
め
て
八
移
動
す
る
も
の

V
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
こ
の
当

時
に
な
る
と
五

O
年
以
上
に
も
及
ん
で
少
な
く
と
も
小
津
に
定
着
し
て
木
地
業
を
営
ん
で
い

る
家
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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次
に
小
津
に
は
、
ど
の
く
ら
い
の
木
地
屋
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
項
の
蛭
谷
の
場
合
と
同
様
に
木
地
屋
の
戸
主
人
員
を
戸
数
と
み

な
せ
ば
、
前
述
の
左
衛
門
太
郎
・
金
平
の
両
木
地
屋
の
よ
う
に
、
両
方
の
『
氏
子
狩
帳
』
に
記
さ
れ
て
い
て
重
複
す
る
も
の
も
存
す
る

が
、
そ
の
全
盛
期
で
も
一

O
軒
に
も
達
せ
ず
六
軒
前
後
で
な
か
っ
た
か
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
狭
義
の
意
味
に
お
け
る

木
地
屋
と
し
て
杓
子
屋
を
除
外
す
れ
ば
、
八
蛭
谷
氏
子
狩
帳

V
の
記
載
で
は
享
保
一
二
年
ご
七
二
七
)
の
六
軒
が
最
高
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
延
享
元
年
(
一
七
四
四
〉
記
載
の
二
軒
お
よ
び
そ
の
翌
年
の
八
君
ケ
畑
氏
子
狩
帳

V
に
記
さ
れ
て
い
る
四
軒
を
加
え
る
と
六
軒
に
な

る
こ
と
。
以
上
の
二
点
か
ら
推
測
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
分
析
か
ら
も
明
白
な
よ
う
に
、
小
津
は
こ
の
当
時
に
は
少
な
く
と
も
純
粋
の

木
地
屋
集
落
と
は
戸
数
上
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
前
項
の
八
蛭
谷
氏
子
狩
帳

V
の
記
載
の
分
析
と
も
一
致
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
蛭
谷
・
君
ケ
畑
の
『
両
氏
子
狩
帳
』
の
記
載
か
ら
、

一
八
世
紀
中
葉
で
は
、
小
津
の
木
地
屋
は
ム
ラ
を
形
成
す
る
構
成
メ

ン
バ

l
の
聞
で
も
少
数
者
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

四
、
木
地
屋
文
書
に
よ
る
分
析

前
項
の
『
氏
子
狩
帳
』
記
載
の
分
析
は
、
史
料
の
前
半
部
が
欠
如
し
て
現
在
し
て
い
な
い
点
な
ど
の
制
約
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
よ

う
な
史
料
的
制
約
を
補
う
た
め
に
一
般
に
木
地
屋
文
書
2
〉
と
称
さ
れ
て
い
る
古
文
書
か
ら
、

し
て
い
く
。
幸
い
小
椋
宗
太
郎
家
(
以
下
宗
太
郎
家
と
略
す
)
は
、
祖
父
の
時
代
ま
で
小
津
で
代
々
木
地
業
を
営
み
、
そ
の
統
領
も
兼
ね

以
下
に
お
い
て
小
津
の
崩
壊
過
程
を
検
討

た
家
で
あ
る

suo
本
項
で
は
、

こ
の
宗
太
郎
家
に
保
存
さ
れ
て
い
る
木
地
屋
文
書
お
よ
び
久
瀬
村
役
場
に
残
存
す
る
史
料
を
中
心
に
論

じ
る
。
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一、-'
木
地
屋
文
書
か
ら
み
た
小
津
の
木
地
屋
の
成
立

『
氏
子
狩
帳
』
は
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
前
半
部
が
消
失
し
完
全
に
残
存
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
い
つ
ご
ろ
か
ら
小
津
に
木
地
屋
が

来
往
し
た
か
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
解
明
す
る
手
が
か
り
を
与
え
る
史
料
と
し
て
は
、
宗
太
郎
家
に
保
存
さ
れ
て
い
る

延
宝
七
年
ご
六
八
一
)
の
「
覚
」

と
い
う
木
地
屋
文
書
Q
U
が
参
考
に
な
る
。

」
れ
は
小
津
村
名
主
源
三
郎
お
よ
び
組
頭
二
名
・
木
地

挽
三
名
の
合
計
六
名
の
連
署
で
山
崎
孫
右
衛
門
他
三
名
に
あ
て
た
も
の
で
あ
り
、
小
津
の
木
地
屋
の
概
要
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

内
容
は
、
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党

一
、
元
来
木
地
挽
者
江
州
君
ケ
畑
ぷ
参
申
候

一
、
百
五
拾
年
以
前
、
大
永
七
年
正
月
ニ
小
川
但
宮
町
守
様
被
為
遊
御
尋
侯
節
御
返
答
申
上
侯
者
、
古
来
，
S
小
津
村
-
一
居
申
侯
人
数
之
儀
、
木
地
挽
治
郎

左
衛
門
・
九
郎
左
衛
門
・
甚
右
衛
門
・
興
三
郎
・
太
郎
左
衛
門
・
八
平
・
五
郎
左
衛
門
七
人
居
申
侯

一
、
八
拾
年
以
前
、
五
郎
左
衛
門
・
興
三
郎
・
八
平
日
坂
山
ェ
廿
年
斗
9
入
細
工
仕
侯
、
太
郎
左
衛
門
・
甚
右
衛
門
・
治
郎
右
衛
門
岐
礼
山
ュ
廿
五
年

入
細
工
仕
候
、
右
七
人
東
杉
原
山
ニ
七
年
入
細
工
仕
侯

一
、
殿
様
御
入
国
之
時
者
木
地
挽
十
八
軒
品
御
座
候
御
運
上
之
儀
者
木
代
之
御
運
上
-
-
而
壱
軒
ニ
付
金
弐
分
宛
上
納
仕
侯

一
、
寛
永
拾
八
年
己
正
月
廿
七
日
ニ
殿
様
ぷ
御
折
紙
被
下
置
前
後
大
切
ュ
相
守
申
候

一
、
御
領
分
之
栃
木
御
運
上
の
ミ
ニ
付
百
姓
衆
殊
之
外
難
儀
之
由
被
申
付
、
木
地
挽
S
御
上
江
此
段
御
願
上
候
得
者
早
速
被
遊
御
聞
屈
す
山
崎
孫
右
衛

門
殿
・
生
態
藤
五
郎
殿
被
仰
付
侯
者
然
上
者
弐
軒
為
一
軒
軸
数
九
挺
与
定
而
、
壱
軒
ュ
付
銀
拾
弐
匁
八
分
宛
上
納
可
仕
旨
被
仰
付
、
木
代
之
儀
者

寛
文
三
卯
年
ぷ
百
姓
衆
江
相
波
申
候
以
下
省
略
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と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
内
容
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

(1) 

元
来
、
小
津
に
い
る
木
地
屋
は
滋
賀
県
の
君
ケ
畑
よ
り
来
住
し
た
も
の
で
あ
る
。
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(11) 

大
永
七
年
(
一
五
二
一
)
の
正
月
に
小
津
城
主
で
あ
る
小
川
但
馬
守
が
木
地
屋
の
由
来
を
お
尋
ね
に
な
っ
た
時
の
返
答
で
は
、
古
来

か
ら
小
津
に
来
て
木
地
業
を
営
ん
で
い
る
の
は
治
郎
左
衛
門
・
九
郎
左
衛
門
な
ど
七
名
で
あ
る
。

(iii) 

慶
長
六
年
こ
六

O
一
)
に
は
上
述
の
七
名
の
内
五
郎
左
衛
門
な
ど
三
名
が
久
瀬
村
の
日
坂
ヘ
二

O
年
前
か
ら
木
地
製
造
に
出
向
い

て
い
た
。
ま
た
太
郎
左
衛
門
な
ど
三
名
は
谷
汲
村
岐
礼
の
山
中
で
二
五
年
間
木
地
業
を
営
ん
だ
。
さ
ら
に
こ
の
七
名
は
藤
橋
村
の
東
杉
原

で
七
年
間
木
地
業
を
お
こ
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
各
地
を
転
々
と
渡
り
歩
い
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
当
時
の
小
津

の
木
地
屋
は
小
津
を
中
心
に
周
囲
の
山
々
へ
原
木
を
求
め
て
出
か
け
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

(iv) 

具
体
的
に
は
誰
を
さ
す
か
は
不
明
で
あ
る
が
殿
様
が
入
国
さ
れ
た
と
き
、
木
地
屋
は
一
八
軒
に
増
え
て
い
た
。
ま
た
運
上
は
木
代
に

よ
る
運
上
で
あ
り
、

一
軒
に
つ
き
金
二
分
づ
っ
上
納
し
た
。

(v) 

寛
政
一
八
年
(
一
六
四
一
)
に
、

こ
れ
も
誰
を
さ
す
か
は
不
明
で
あ
る
が
殿
様
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
折
紙
を
木
地
屋
は
大
切
に
保
管

し
て
い
る
。

(vi) 

当
時
小
津
に
は
既
に
木
地
匿
と
は
全
く
関
係
を
も
た
な
い
八
百
姓
衆

V
が
お
り
、
木
地
屋
と
の
間
で
種
々
の
問
題
が
生
じ
て
き
た
。

す
な
わ
ち
小
津
領
内
で
の
ト
チ
の
木
の
利
用
に
関
し
て
、
百
姓
衆
は
そ
の
ト
チ
の
実
を
食
料
と
し
て
い
る
た
め
殊
の
他
難
儀
し
て
い
る
。

そ
こ
で
木
地
屋
の
方
か
ら
と
の
件
に
つ
い
て
善
処
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
早
速
お
聞
き
と
ど
け
に
な
っ
て
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。
木
地

屋
二
軒
分
で
一
軒
分
と
み
な
し
そ
れ
に
よ
っ
て
ロ
グ
ロ
の
軸
は
九
挺
と
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
ロ
グ
ロ
一
挺
に
つ
き
銀
一
二
匁
八
分

を
上
納
す
る
よ
う
に
仰
せ
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
ト
チ
の
木
代
と
し
て
寛
文
三
年
(
一
六
六
三
)
以
来
、
木
地
屋
は
百
姓
衆
に
そ
の
代
金
を

支
払
え
と
命
じ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
当
時
か
ら
百
姓
衆
と
木
地
屋
と
の
争
い
が
絶
え
ず
生
じ
て
お
り
、
そ
の
た
め
木
地
屋
の
戸
数
が
制
限

を
う
け
、
地
元
の
百
姓
衆
に
ト
チ
の
木
代
を
支
払
え
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
日
本
国
中
の
山
は
、
七
合
目
以
上
木



地
屋
で
あ
れ
ば
無
断
で
入
山
し
て
伐
採
し
て
も
よ
い
と
い
わ
れ
て
い
た
通
説
と
矛
盾
す
る
。
現
実
に
は
こ
の
よ
う
に
無
断
で
入
山
し
伐
採

す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

以
上
の
如
く
こ
の
文
書
か
ら
重
要
と
お
も
わ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
小
津
の
木
地
屋
が
君
ケ
畑
よ
り
来
往
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
前
項
で
論
じ
た
『
氏
子
狩
帳
』
の
記
載
結
果
に
反
す
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
氏
子
狩
帳
』
か
ら
の

記
述
で
は
、
蛭
谷
側
の
木
地
屋
の
方
が
多
く
記
録
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
木
地
屋
の
聞
で
は

蛭
谷
・
君
ケ
畑
一
帯
の
小
椋
谷
を
総
称
し
て
「
君
ケ
畑
」
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
の
で
、
直
ち
に
断
定
す
る
に
は
史
料
不
足
だ
と
お
も
わ
れ

る
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
文
書
に
記
さ
れ
て
い
る
木
地
屋
が
小
津
に
来
住
し
た
当
時
、
小
津
は
既
に
他
の
人
々
に
よ
っ
て
聞
か
れ

持斐川上流の木地屋集落の崩壊過程

て
い
た
か
否
か
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
木
地
屋
が
小
津
を
聞
い
た
の
か
あ
る
い
は
他
の
人
々
が
聞
い
た
ム
ラ
に
後
か
ら
入
っ
て
き
た
か

で
あ
る
。
か
か
る
問
題
も
前
述
同
様
不
明
で
あ
る
。

さ
ら
に
小
津
の
木
地
屋
は
、
こ
の
文
書
か
ら
一
六
世
紀
中
期
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
前
項
の
『
氏
子
狩

帳
』
か
ら
、

一
七
世
紀
後
半
に
は
六
軒
前
後
の
木
地
屋
が
存
在
し
た
と
推
定
し
た
が
、
こ
の
文
書
か
ら
当
時
そ
の
三
倍
に
相
当
す
る
十
八

軒
も
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

つ
ま
り
こ
の
事
実
は
、

『
氏
子
狩
帳
』
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
記
載
も
れ
の
木
地
匡
が
非
常
に
多
い
こ
と

が
明
白
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

( 

一一、_，

戸
数
変
化

久
瀬
村
役
場
に
は
、
小
津
の
木
地
屋
関
係
に
関
し
て
は
唯
一
の
史
料
で
あ
る
明
和
元
年
(
一
七
六
五
)

の
『
美
濃
国
大
野
郡
小
津
村
宗
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門
御
改
帳
』
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
記
さ
れ
て
い
る
明
和
元
年
の
も
の
が
、
小
津
の
戸
数
お
よ
び
人
口
に
関
す
る
数
値
と
し
て
は
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最
初
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
よ
る
と
戸
数
は
当
時
一
三

O
戸
で
、
人
口
は
五
八
二
人
。
そ
の
う
ち
男
三
一
四
人
・
女
二
六
八
人
と

な
っ
て
い
た
。
ま
た
木
地
屋
は
一
九
戸
で
、
男
五
六
人
・
女
五
二
人
の
合
計
一

O
入
人
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
全
体
に
対
す
る
木
地
屋
の

あ
る
。

比
率
は
戸
数
で
は
一
五
%
、
人
数
で
は
一
一
が
と
な
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
い
わ
ゆ
る
百
姓
衆
の
方
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
こ
と
が
明
白
で

そ
の
後
の
戸
数
は
断
片
的
に
し
か
判
明
し
て
い
な
い
が
、
第
5
表
の
と
お
り
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
表
か
ら
で
は
、
小
津
全
体
の
戸
数

お
よ
び
人
口
は
判
明
す
る
が
一
体
木
地
屋
は
ど
の
く
ら
い
存
在
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
明
治
初
年
度
の
戸
籍
を
参
照
す
る
と
、

木
地
屋
は
二
九
戸
と
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
男
六
九
人
・
女
六
四
人
の
合
計
三
三
二
人
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
以
後
の
記
録

小津の戸数の変化

年 度|戸数|男|女|合計|
(1)戸人人人

明和元年 1764 I 130 I 314 I 268 I 582 
(IT) 

文政2年 1'819 157 367 306 673 
(IT) 

安政4年 1857 166 370 325 695 
(lI) 

明治 5年 1872 164 368 313 686 
(IT) 

明治14年 1881 181 421 390 811 
(lI) 

明治22年 1889 150 
(皿)

大正 9年 1921 135 278 269 547 

第 5表

(1) Ii美濃国大野郡小津村宗門御改帳』に

よる

(lI) Ii揖斐郡志』による

(III)久瀬村役場資料による

註

は
現
存
し
な
い
の
で
詳
細
は
分
か
ら
な
い
が
、
第
5
表
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
小
津
は
明
治
一
四
年
ご
八
八
一
)
か
ら
明
治
二
二
年
ご
八
八
九
)

に
か
け
て
、
戸
数
が
三

O
戸
以
上
も
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
八
年

聞
に
ム
ラ
外
へ
移
動
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
災
害
の
た
め
に

減
少
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
ム
ラ
の
古
老
に
聞
い
た

り
、
大
正
初
期
に
完
成
し
た
『
揖
斐
郡
士
山
』
を
参
照
し
て
も
、
そ
の
理
由

を
把
握
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
一
応
大
き
な
災
害
は
こ
の
期
間
お
こ
ら

な
か
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
減
少
し
た
戸
数
は
全

て
ム
ラ
外
に
移
動
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
し
か
も
そ
の
後
の
戸
籍
お

よ
び
『
氏
子
狩
帳
』
の
記
載
な
ど
か
ら
判
断
す
る
と
、

そ
の
大
部
分
は
木



地
屋
で
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
明
治
中
期
に
な
る
と
、
小
津
の
木
地
屋
は
そ
の
大
部
分
が
い
ず
れ
か
に
移
動
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。

r、
一一、._/

崩
壊
末
期
の
生
活
状
態
|
ト
チ
に
関
す
る
争
い
を
中
心
に
|

で
は
小
津
の
木
地
屋
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を
営
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
か
、
木
地
屋
の
集
落
の
崩
壊
末
期
に
あ
た
る
嘉
永
二
年
(
一
八
四

九
)
の
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
」
自
〉
に
よ
っ
て
、

」
の
文
書
は
、
木

そ
の
当
時
の
木
地
震
の
生
活
状
態
の
一
端
を
み
て
い
き
た
い
。

地
屋
一
一
人
、

百
姓
代
・
五
人
組
頭
・
名
主
と
ム
ラ
の
三
役
が
そ
ろ
っ
て
代
官
に
あ
て
願
い
出
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、

揖斐川上流の木地屋集落の崩壊過程

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
侯

小
津
村
木
地
挽
之
儀
、
当
時
根
尾
筋
村
々
之
内
江
立
入
相
持
仕
候
処
、
今
般
格
別
之
御
慈
非
ヲ
以
'
塑
子
仕
入
被
為
仰
付
被
下
置
仕
合
ニ
奉
存
候
然

処
年
来
紀
茄
太
左
衛
門
江
相
贈
面
々
仕
送
致
貰
ひ
候
処
、
去
ル
酉
年
巳
前
ぷ
諸
色
高
値
ニ
付
、
多
分
借
財
ェ
相
成
居
候
問
、
今
更
手
切
等
-
一
相
成
侯
而

者
、
右
借
金
方
如
何
様
公
坪
済
仕
侯
-
一
者
余
程
大
金
-
一
相
成
候
而
者
是
又
御
上
様
-
一
而
御
拝
借
仕
侯
而
者
沖
茂
御
返
納
仕
侯
事
出
来
不
申
哉
-
一
心
配
仕

候
問
、
依
之
右
木
地
挽
仲
間
内
ニ
而
仕
候
椀
木
地
半
分
者
、
御
上
様
江
御
手
仕
入
-
一
被
成
下
置
候
奉
願
上
候
残
半
分
者
是
迄
之
通
リ
紀
州
元
締
中
江
差

遣
侯
ハ
¥
右
借
請
金
茂
是
迄
之
振
合
ニ
而
日
贈
-
一
仕
度
奉
存
侯
問
、
御
慈
悲
之
御
憐
ヲ
以
、
乍
恐
右
願
之
通
被
為
仰
付
被
下
置
候
ハ
¥
木
地
挽
弁

村
方
一
統
難
有
仕
合
に
奉
存
侯
以
上
以
下
連
署
省
略

と
な
っ
て
い
る
。

」
の
文
書
か
ら
次
の
こ
と
が
判
明
す
る
。

(1) 

一
九
世
紀
も
中
棄
に
な
る
と
、
木
地
屋
が
生
活
に
非
常
に
困
っ
て
い
た
こ
と
。
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(ii) 

小
津
に
は
当
時
木
地
製
品
を
つ
く
る
原
木
が
不
足
し
、
本
巣
郡
の
根
尾
谷
ま
で
出
向
い
て
い
る
こ
と
。

(iii) 

以
前
か
ら
製
品
を
紀
州
の
問
屋
と
お
も
わ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
送
っ
て
い
る
こ
と
。
し
か
し
今
後
は
大
垣
藩
へ
そ
の
半
分
を
送
る
と
い
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う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。

以
上
揚
げ
た
三
点
、
が
非
常
に
注
目
さ
れ
る
。
と
く
に
一
九
世
紀
の
中
頃
に
は
ト
チ
な
ど
の
原
木
が
不
足
し
小
津
の
木
地
屋
は
末
期
的
状

態
で
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

次
に
小
津
の
木
地
屋
の
こ
の
時
期
の
生
活
状
態
を
示
す
も
の
と
し
て
、

ト
チ
の
木
に
関
す
る
木
地
屋
文
書
を
検
討
し
よ
う
。

ト
チ
の
木
は
中
部
地
方
の
山
岳
地
域
に
お
い
て
は
木
自
体
に
そ
の
所
有
権
が
定
ま
っ
て
い
る
地
域
、
あ
る
い
は
そ
の
ト
チ
の
木
を
嫁
入

り
道
具
と
し
て
嫁
に
も
た
せ
る
地
域
が
あ
る
な
ど
特
別
な
意
味
を
も
っ
木
で
あ
っ
た
(
担
。

す
な
わ
ち
木
地
屋
以
外
の
人
々
に
と
っ
て
も

大
切
な
食
料
源
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
情
況
か
ら
ト
チ
の
木
を
め
ぐ
る
争
い
は
両
者
の
間
で
絶
え
ま
な
く
生
じ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
安
永
六
年
(
一
七
七
七
)

の
日
付
け
の
あ
る

「
売
渡
し
証
文
」
百
〉
を
と
り
あ
げ
る
。

こ
の
文
書
に
よ
れ

ば
惣
山
の
ト
チ
の
木
を
村
方
が
相
談
の
上
木
地
犀
に
売
却
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
文
書
で
は
そ
の
売
り
渡
す
領
域
を
明
示
し
、
売
却

す
る
ト
チ
の
本
数
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
ト
チ
の
実
が
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
老
木
も
売
却
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
白
百

次
に
さ
ら
に
時
代
が
下
が
る
と
、

小
津
の
木
地
屋
は
原
木
の
不
足
に
悩
み
法
を
犯
し
て
ま
で
、
原
木
で
あ
る
ト

チ
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
文
政
九
年
(
一
八
二
一
)

の
「
わ
び
証
文
」
は
こ
の
様
子
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
白
u
o

以
上
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
、
宗
太
郎
家
に
所
有
さ
れ
て
い
る
木
地
屋
文
書
を
中
心
に
、
小
津
の
木
地
屋
の
推
移
を
概
観
し
て
き
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
小
津
の
木
地
屋
は
小
津
を
中
心
と
し
て
周
辺
の
山
中
に
も
入
山
し
て
い
た
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
。
ま
た
文
書
な
ど
か

ら
全
盛
期
と
お
も
わ
れ
る
時
期
に
は
こ

O
戸
近
く
の
木
地
屋
が
存
在
し
た
こ
と
も
判
明
し
た
。
そ
し
て
以
後
一
九
世
紀
中
頃
に
な
る
と
、

木
地
屋
の
生
活
状
態
は
非
常
に
苦
し
く
な
り
、
原
木
で
あ
る
ト
チ
の
木
を
め
ぐ
っ
て
い
わ
ゆ
る
百
姓
衆
と
の
争
い
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
こ
と
が
小
津
の
木
地
屋
を
移
動
さ
せ
る
原
因
の
一
つ
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。



玉
、
『
過
去
帳
』
か
ら
の
分
析

小
津
の
木
地
屋
は
檀
家
寺
を
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
洞
泉
寺
に
定
め
て
い
た
。
こ
の
事
実
は
一
般
に
称
さ
れ
て
い
る
木
地
屋
は
真
宗
で
あ

る
と
い
う
説
記
〉
と
は
小
津
の
場
合
は
一
致
し
な
い
。

史
料
的
制
約
の
結
果
、

よ
り
明
確

前
項
の
木
地
文
屋
書
な
ど
の
史
料
か
ら
で
は
、

に
小
津
の
木
地
屋
の
実
態
が
把
握
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
点
を
補
足
す
る
意
味
で
洞
泉
寺
の
『
過
去
帳
』
を
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
現

在
当
寺
に
は
合
計
六
冊
の
『
過
去
帳
』
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
う
ち
二
冊
は
明
治
以
後
に
以
前
の
『
過
去
帳
』
を
再
整
理
さ
れ

た
一
部
な
の
で
、
実
質
は
四
冊
と
な
る
。
さ
ら
に
残
念
な
こ
と
に
は
こ
の
四
冊
の
『
過
去
帳
』
に
は
、
寛
政
元
年
(
一
七
八
九
)
か
ら
安

政
六
年
(
一
八
五
九
)
ま
で
の
部
分
を
欠
い
て
お
り
、
こ
の
期
間
の
木
地
屋
の
動
向
は
判
明
し
な
か
っ
た
。

揖斐川上流の木地屋集落の崩壊過程

洞
泉
寺
の
『
過
去
帳
』
に
は
、
多
く
の
場
合
記
載
さ
れ
て
い
る
戒
名
の
上
に
住
ん
で
い
た
小
字
名
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
み
る

と
、
木
地
屋
は
一
般
の
人
々
が
住
ん
で
い
る
小
字
(
例
え
ば
上
村
・
中
島
な
ど
)

に
は
定
住
し
て
い
な
く
て
、
全
員
が
小
津
周
辺
の
山
中

で
あ
っ
た

2
y

」
の
こ
と
か
ら
、

戒
名
の
上
に
「
山
」
と
い
う
字
が
付
い
て
い
る
も
の
は
木
地
屋
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
そ
の
よ
う
な
も
の
を
全
て
木
地
屋
と
断
定
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら

も
確
証
が
得
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
全
て
に
苗
字
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、

「
山
」
と
付
い
た
も
の
は
例
外
な
く
小
椋
姓
を
名
乗
っ

て
い
た
事
実
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
「
山
」
の
付
い
た
記
載
例
は
木
地
屋
の
も
の
と
考
え
て
妥
当
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、

『
過
去
帳
』
か
ら
木
地
屋
を
抽
出
し
て
若
干
の
整
理
を
加
え
た
も
の
が
第
6
表
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
も
明
白
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な
よ
う
に
洞
泉
寺
『
過
去
帳
』
に
木
地
屋
が
最
初
に
記
載
さ
れ
た
の
は
、
慶
安
元
年
(
一
六
四
八
)

に
一
人
の
女
性
の
記
入
が
最
初
で
あ

る
。
こ
の
慶
安
元
年
と
い
う
年
代
は
八
蛭
谷
氏
子
狩
帳

V
に
最
初
の
氏
子
巡
回
の
記
録
が
認
め
ら
れ
る
享
保
五
年
二
七
二

O
)
よ
り
も
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年 間 | 男 | 女 |合計|王宮
慶安年間 1648- 0人 1人 1人 0.3人

承応年間 1652- 1 。 1 0.5 

明暦年間 1655- 。。。 。
万治年間 1658- 2 2 4 1.3 

寛文年間 1661- 6 6 12 1.0 

延宝年間 1673- 12 14 26 3.3 

天和年間 1681- 20 7 27 9.0 

貞享年間 1684- 12 5 17 4.3 

元禄年間 1688- 68 64 132 7.3 

宝永年間 1704- 15 12 27 3.8 

正徳年間 1711- 4 14 18 3.6 

享保年間 1716- 48 45 93 4.7 

元文年間 1736- 8 9 17 3.4 

寛保年間 1741- 5 5 10 3.3 

延享年間 1744- 1 3 4 1.0 

寛延年間 1748- 1 4 5 1.7 

宝暦年間 1751- 21 20 41 3.1 

明和年間 1764- 10 12 22 2.8 

安永年間 1772- 8 14 22 2.4 

天明年間 1781- 18 13 31 3.9 

寛政年間 1789- 6 13 19 1.6 

3 4 7 7.0 

文久年間 1861- 2 1 3 1.0 

元治年間 1864- 3 2 5 5.0 

慶応年間 1865- 1 1 2 0.7 

明治年間 1868- 31 17 48 

大正年間 1912- 3 1 4 0.3 

計1309 I 289 I 5~ 絵、

洞泉寺『過去帳』より作成

洞泉寺『過去帳』記載の木地屋の人数第B表
八
O
年
近
く
早
い
。
し
か
し
前
項
の
宗
太
郎
家
所
有
文
書
で
は
、
大
永
七
年
(
一
五
二
一
)
に
は
既
に
七
軒
の
木
地
屋
が
小
津
に
来
住
し

て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
『
過
去
帳
』
の
記
録
は
誤
ま
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
こ
の
第
6
表
か
ら
、
各
年
度
の
記
載
数
の
変
動
が
激
し
い
こ
と
が
伺
え
る
。

『
過
去
帳
』
に
記
載
が
多
い
場
合
飢
甚
な
ど
の
不
慮

の
事
故
を
除
外
す
れ
ば
、
そ
の
当
時
は
木
地
匡
が
多
く
住
ん
で
い
た
と
み
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
仮
定
す

る
と
、
延
宝
年
間
(
一
六
七
三

l
一
六
八

O
)
か
ら
寛
保
年
間
(
一
七
四
一

1
一
七
四
三
)
ま
で
の
期
聞
が
小
津
で
は
木
地
屋
の
全
盛
期

で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。



続
い
て
-
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
か
ら
、
享
保
年
間
(
一
七
一
六

1
一
七
三
五
〕
を
例
と
し
て
と
り
あ
げ
、
年
毎
の
記
載
に
は
ど

の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
か
を
み
る
と
第
7
表
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表
か
ら
、
年
次
に
よ
っ
て
は
死
亡
者
数
に
は
相
当
の
差
が
生

じ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
享
保
一
八
年
(
一
七
三
三
)

に
は
男
二
二
人
・
女
一
二
人
の
合
計
三
四
人
が
記
入
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
非
常
に
多
数
の
人
数
が
記
録
さ
れ
て
い
る
年
度
は
お
そ
ら
く
不
慮
の
事
故
の
場
合
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
事

例
は
、
万
延
元
年
(
一
八
六

O
)
一
一
月
に
男
女
合
わ
せ
て
七
名
の
死
亡
に
関
し
て
の
記
載
が
揚
げ
ら
れ
る
。
こ
の
時
に
は
『
過
去
帳
』

に
そ
の
理
由
が
示
さ
れ
て
お
り
、

「
古
ノ
七
人
ノ
者
木
地
比
兵
屋
平
ノ
向
ヒ
三
軒
大
雪
ナ
タ
レ
ニ
テ
不
幸
死
候
」
と
印
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
小
津
の
木
地
屋
が
、
原
木
を
求
め
て
周
辺
の
山
中
に
入
っ
て
木
地
業
を
営
ん
で
い
る
最
中
に
、
そ
の
地
で
死
亡
し
た
場
合
、

『
過
去
帳
』
に
死
て
地
が
偶
然
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
地
名
を
そ
れ
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、
江
戸
末
期
か
ら
周
囲
の
山
々

揖斐川上流の木地屋集落の崩壊過程

へ
入
山
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
さ
ら
に
大
正
期
の
『
過
去
帳
』
に
よ
る
と
、
大
阪
・
横
浜
な
ど
で
死
亡
し
た
例
も
み
え
る
。
こ
の

よ
う
な
例
は
、
当
時
木
地
業
を
廃
業
し
て
都
市
へ
働
き
に
出
て
、
そ
こ
で
死
亡
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

こ
の
大
正
期
の
よ
う
な
事
例
を
除
き
、
小
津
の
木
地
屋
が
移
動
し
た
範
囲
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
北
は
能
郷
、
東
は
松
田
・
高

尾
、
南
は
北
方
(
こ
こ
だ
け
が
平
野
に
位
置
す
る
。
お
そ
ら
く
問
屋
ま
た
は
木
地
製
品
の
仲
介
入
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
)

-
乙
原
、
西
は

横
山
・
杉
原
に
ま
で
至
っ
て
い
る

avo
以
上
か
ら
小
津
の
木
地
屋
の
行
動
範
囲
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
揖
斐
川
本
流
は
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
支
流
の
根
尾
川
筋
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
こ
で
北
方
は
一
応
特
別
な
例
と
お
も
わ
れ
る
の
で
除
外

す
る
と
し
て
も
、
松
田
・
能
郷
ま
で
は
直
線
距
離
に
し
て
も
一

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
は
る
か
に
越
え
る
遠
方
で
あ
る
。
か
つ
て
本
地
業
を
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専
業
と
し
た
古
老
に
聞
く
と
、
こ
れ
ら
の
場
所
は
一
日
一
往
復
で
き
る
範
囲
内
の
場
所
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
周
辺
の
山
中
に
入
山
し
て
い
た
小
津
の
木
地
屋
も
、
明
治
初
年
頃
か
ら
移
動
を
開
始
し
、
大
正
期
に
な
る
と
大
阪
・
横
浜



表第か
り
と
し
て
、
小
津
の
木
地
屋
集
落
の
崩
壊
過
程
を
把
握
し
よ
う
と
試
み
た
。
史
料
的
制
約
の
た
め
明
確
に
は
断
定
で
き
な
い
部
分
も
多
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享保年間<1716-1735)
における『過去帳』記載

の木地屋教

年 次|男 1 女 i合計

享保 1年 3人 0人 3人

享保2年 。 1 1 

享保3年 2 6 8 

享保4年 。。。
享保5年 。。。
享保6年 l 1 2 

享保7年 3 3 6 

享保 8年 3 。 3 

享保9年 4 。 4 

享保10年 2 2 4 

享保11年 。 3 3 

享保12年 2 3 5 

享保13年 1 。 1 

享保14年 。 2 2 

享保15年 1 1 2 

享保16年 2 3 5 

享保17年 1 5 6 

享保18年 22 12 34 

享保19年 2 3 5 

享保20年 1 。 1 

合計 I 50 I 45 I 95 

い
が
、
判
明
し
た
点
を
列
挙
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

な
ど
に
ま
で
流
出
し
て
い
る
の
が

洞泉寺『過去帳』より作成

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、
『
氏
子
狩
帳
』
・
宗

太
郎
家
所
有
の
木
地
屋
文
書
・
洞

泉
寺
の
『
過
去
帳
』
な
ど
を
手
が

ω
『
氏
子
狩
帳
』
か
ら
の
分
析
で
は
、
小
津
に
は
蛭
谷
・
君
ケ
畑
の
両
方
に
寄
進
し
て
い
る
木
地
屋
が
若
干
存
在
す
る
こ
と
。
ま
た
杓
子

(ii) 

木
地
屋
文
書
か
ら
の
分
析
で
は
、

屋
も
一
時
期
に
は
い
た
が
、
木
地
屋
と
競
合
し
た
た
め
か
そ
の
後
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
。

第
一
点
と
し
て
木
地
屋
の
戸
数
が
『
氏
子
狩
帳
』
記
載
の
も
の
と
異
な
る
点
が
大
変
興
味
が
も
た

れ
る
。
第
二
点
と
し
て
小
津
に
住
ん
で
い
る
い
わ
ゆ
る
百
姓
衆
と
の
聞
で
、
主
食
で
あ
っ
た
ト
チ
に
関
し
て
争
い
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が

明
白
と
な
っ
た
。

な
り
、
そ
の
範
囲
が
判
明
し
た
収
穫
は
大
き
い
。

川
『
過
去
帳
』
か
ら
の
分
析
で
は
、
木
地
屋
は
小
津
を
中
心
と
し
て
、
周
辺
の
山
々
へ
原
木
を
求
め
て
出
か
け
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と

以
上
の
三
点
で
要
約
さ
れ
る
よ
う
な
小
津
の
木
地
屋
は
、
明
治
初
期
に
な
る
と
次
々
と
姿
を
消
し
て
い
き
、
小
津
か
ら
は
木
地
業
は
完



全
に
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
最
大
の
理
由
は
、
明
治
期
に
は
じ
ま
る
生
産
様
式
な
ら
び
に
生
活
様
式
の
変
化
に
あ
る
と
考

た
よ
う
に
、
小
津
に
お
い
て
は
後
者
の
理
由
に
よ
る
影
響
が
大
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

え
ら
れ
る
が
、
原
木
の
ト
チ
の
木
を
め
ぐ
る
百
姓
衆
と
の
争
い
な
ど
も
崩
壊
の
理
由
と
し
て
揚
げ
ら
れ
る
。
特
に
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き

付
記
本
稿
は
大
阪
市
立
大
学
地
理
学
教
室
に
提
出
し
た
修
士
論
文
の
後
半
部
を
一
部
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
作
成
に
あ
た
り
御
指
導
い

た
だ
い
た
大
阪
市
立
大
学
地
理
学
教
室
の
諸
先
生
、
関
西
大
学
薮
内
芳
彦
先
生
、
な
ら
び
に
高
橋
俊
一
示
・
小
椋
宗
太
郎
両
氏
を
は
じ
め
現
地
で
御
世
話

と
な
っ
た
方
々
に
深
謝
の
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
本
稿
の
骨
子
は
歴
史
地
理
学
会
第
一
八
回
大
会
(
昭
和
五

O
年
四
月
)
に
お
い
て
口
頭
発

表
し
た
。

揖斐川上流の木地屋集落の崩壊過程

詮
お
よ
び
参
考
文
献

(
1
)

現
在
に
お
い
て
は
、
ム
ラ
の
構
成
員
が
全
て
木
地
屋
で
あ
る
と
い
う
集
落
は
一
・
二
の
例
外
を
除
き
皆
無
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
か
っ

て
何
ら
か
の
方
法
で
木
地
屋
と
交
渉
を
も
っ
た
全
部
の
ム
ラ
を
木
地
屋
関
係
集
落
と
す
る
。

(
2
)

昭
和
四
五
年
一

O
月
一
日
現
在
。

(
3
)

杉
本
寿
『
木
地
師
制
度
研
究
序
説
』
昭
四
ニ
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
一
房
四
六
六
頁

(
4
)

氏
子
狩
と
は
、
全
国
の
木
地
屋
か
ら
「
御
山
」
あ
る
い
は
「
水
上
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
滋
賀
県
永
源
寺
町
の
姪
谷
・
君
ケ
畑
の
両
ム
ラ
か
ら
各

-n
個
別
に
諸
国
に
散
在
す
る
木
地
屋
た
ち
を
歴
訪
し
て
、
連
絡
を
保
つ
組
織
。
『
氏
子
狩
帳
』
と
は
、
蛭
谷
・
君
ケ
畑
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
管
下
の
木

地
屋
を
巡
回
し
た
と
き
の
記
録
を
い
う
。

(
5
)

昭
和
初
期
に
杉
本
寿
氏
が
発
見
。
な
お
同
氏
は
ハ
蛭
谷
氏
子
狩
帳
V
の
全
内
容
を
、
同
著
『
木
地
師
支
配
制
度
の
研
究
』
昭
四
七
ミ
ネ
ル

グ
ァ
嚢
官
房
五
一

J
八
四
八
頁
に
お
い
て
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
参
照
・
利
用
し
た
。

(
6
)

杓
子
屋
の
集
穏
と
し
て
、
揖
斐
川
上
流
の
川
上
が
あ
げ
ら
れ
る
(
第
1
図
参
照
)
。

(
7
)

こ
の
点
は
、
木
地
屋
と
杓
子
屋
と
が
原
木
な
ど
の
問
題
で
競
合
し
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
状
態
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。
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四
五
一

1
五
二
六
頁

(
8
)

杉
本
氏
の
よ
う
に
小
津
を
純
粋
な
木
地
屋
起
源
の
ム
ラ
と
し
て
把
握
さ
れ
る
研
究
者
も
存
在
す
る
(
杉
本
前
掲

(
3
)

参
照
)
。

(
9
)

橋
本
鉄
男
氏
が
昭
和
三
一
一
一
か
ら
三
四
に
か
け
て
君
ケ
畑
金
竜
寺
で
発
見
。
同
氏
は
、
同
著
『
木
地
屋
の
移
住
史
第
一
冊
君
ケ
畑
氏
子
狩
帳
』

昭
必
民
俗
文
化
研
究
会
、
八
三

1
五
四
二
頁
に
お
い
て
全
内
容
を
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
れ
を
参
照
、
利
用
し
た
。

(
叩
)
一
般
に
蛭
谷
側
の
木
地
屋
を
西
木
地
、
君
ケ
畑
側
の
そ
れ
を
東
木
地
と
称
し
、
各
々
を
別
系
と
み
な
す
の
で
あ
る
。

(
日
)
か
か
る
点
に
果
し
て
小
津
の
み
の
例
外
的
な
も
の
か
、
ご
く
一
般
的
な
状
態
で
あ
る
の
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

(
ロ
)
一
般
的
に
木
地
震
文
書
と
は
、
木
地
屋
の
祖
先
と
い
わ
れ
て
い
る
惟
喬
親
王
の
縁
起
・
給
旨
・
免
許
状
・
宗
門
手
形
・
往
来
手
形
・
印
鑑
・
木

札
の
合
計
七
種
を
総
称
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
臼
)
現
在
、
岐
阜
県
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
に
在
住
。

(
M
)

同
文
書
は
、
杉
本
前
掲

(
3
)

四
六
四

t
四
六
五
頁
、
『
久
瀬
村
誌
資
料
』
昭
四
八
四

t
五
頁
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
宗
太
郎
家
所
有
文
書
。
な
お
同
文
書
は
、
『
久
瀬
村
誌
資
料
』
一

O
O頁
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(
同
)
千
葉
徳
商
『
民
俗
と
地
域
形
成
』
昭
四
一
風
間
書
一
房
四
二
三

t
四
三
七
頁

(
げ
)
売
渡
シ
栃
木
之
事

一
、
嘗
村
鷲
巣
谷
惣
山
之
内
、
村
方
相
談
之
上
ニ
而
売
渡
申
侯
但
シ
境
面
ハ
か
や
又
洞
共
ニ
是
〆
奥
ハ
洞
と
と
も
ニ
寿
ミ
屋
き
ま
て
、
木
数
都

合
弐
百
弐
拾
五
本
細
工
ニ
相
成
侯
老
木
不
残

代
金
拾
壱
両
也

以
下
省
略

こ
の
文
書
も
宗
太
郎
家
所
有
で
あ
る
。
な
お
同
文
書
は
杉
本
前
掲

(
3
)

五
六
二
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(
凶
)
老
木
は
多
少
質
は
劣
る
が
、
大
木
が
多
い
の
で
大
き
な
木
地
鉢
な
ど
を
製
作
す
る
の
に
用
い
た
と
い
う
。

(
四
)
一
札
之
事

此
度
私
儀
心
得
違
仕
、
御
禁
木
之
栃
木
ヲ
以
車
-
一
以
多
し
懸
ヶ
侯
処
、
以
御
定
法
各
方
A
D

御
差
留
被
成
侯
ニ
付
相
止
申
候
、
於
以
後
ケ
様
之
不

埼
堅
ク
仕
間
敷
候
、
為
後
・
4

年
書
印
一
札
仰
如
件

文
政
九
丙
成
年
三
月
以
下
省
略



こ
の
文
書
も
宗
太
郎
家
所
有
で
あ
る
。
な
お
同
文
書
は
杉
本
前
掲

(
3
)

(
加
)
杉
本
前
掲

(
3
)

一
四
三
頁
な
ど
。

(
幻
)
木
地
屋
が
ム
ラ
の
中
心
部
の
屋
敷
が
密
集
し
て
い
る
場
所
に
居
住
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
本
ム
ラ
の
起
源
と
の
関
連
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ

と
で
は
あ
る
が
、
即
断
は
さ
け
た
い
。

(n)
現
在
で
は
能
郷
・
松
田
・
高
尾
の
各
ム
ラ
は
本
巣
郡
根
尾
村
に
属
し
、
北
方
は
本
巣
郡
北
方
町
の
こ
と
で
あ
り
、
乙
原
は
揖
斐
郡
久
瀬
村
に
、

杉
原
・
横
山
は
同
郡
藤
橋
村
に
あ
る
。

五
五
七
頁
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
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